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令和５年５月１０日 

 

面会についてのお知らせ 

 

 

＜面会再開について＞ 

入院患者さんへの面会は、新型コロナウイルス感染防止のため原則禁止をして

いましたが、感染症法上の扱いが変更になることに伴い、以下の制限等のもと、

５月８日（月）から再開します。 

なお、１週間程度の入院の方の面会については、極力、ご遠慮ください。 

また、以下の方は、来院しないでください。 

 

 

 

 

 

 

＜面会上の制限＞ 

◇面会以外の病棟内への立ち入りはご遠慮ください。 

◇ご家族 １日１回 ２名まで、１０分以内 

◇未就学児の面会禁止 

◇入館可能時間 １５時から１７時まで 

◇病棟、ラウンジでの飲食は禁止 

 

＜面会の手続き・注意事項＞ 

面会の際には、次の５点を守ってください。 

① 面会者名簿への記入 

② ３７．５℃以上の熱・体調不良がないことを確認 

③ 手指衛生 

④ マスクの着用 

⑤ スタッフへ声をかける 

＊不明な点がありましたら、当該病棟の看護師長にご相談ください。 

 

新型コロナウイルス感染症の病院内感染を防ぐため、ご協力のほど、よろしく

お願いします。 

 

群馬県立がんセンター  

・新型コロナウイルスに感染された方 

発症日を０日として１０日間を経過するまで 

・同居家族の方が新型コロナウイルスに感染した場合 

  発症日を０日として 7 日間を経過するまで 


